業務委託仕様書
1． 委託業務名
〇〇〇〇業務

2． 業務の目的
本業務は、甲の〇〇〇〇に関する業務を円滑に進めるため、乙に対して必要な作業、支援、制作、管理その他これに付随する業務を委託することを目的とする。

3． 委託業務の内容
乙は、甲の指示または甲乙協議に基づき、次の業務を行う。

（1）〇〇〇〇に関する作業
（2）資料、データ、成果物等の作成または整理
（3）業務の進捗報告および必要な連絡
（4）甲が確認を依頼した内容への対応
（5）その他、上記に付随する業務

なお、具体的な作業内容、優先順位、納期等は、必要に応じて甲乙協議のうえ、メール、チャット、見積書、発注書その他の方法により確認する。

4． 成果物
本業務における成果物は、次のとおりとする。
（1）〇〇〇〇
（2）△△△△
（3）その他、甲乙が別途合意したもの

成果物の形式、提出方法、提出先については、甲乙協議のうえ定める。

5． 作業期間
作業期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。
ただし、業務の進行状況により変更が必要な場合は、甲乙協議のうえ、変更することができる。

6． 納品・報告方法
乙は、成果物または業務の進捗について、甲が指定する方法により報告または納品する。
報告・納品方法：
メール／チャット／共有フォルダ／管理ツール／その他（　　　　　）
報告頻度：
都度／週1回／月1回／その他（　　　　　）


7． 検収
甲は、乙から成果物の納品を受けた後、内容を確認する。
修正または確認事項がある場合、甲は乙にその内容を通知し、乙は甲乙協議のうえ必要な対応を行う。
検収期限は、納品日から〇営業日以内とする。期限内に甲から特段の連絡がない場合、成果物は検収されたものとみなす。

8． 貸与資料・情報
甲は、業務に必要な資料、データ、アカウント情報、マニュアル等を乙に貸与または共有する。
乙は、これらの資料等を本業務の目的以外に使用してはならない。また、業務終了後または甲から求められた場合は、速やかに返却、削除または破棄する。

9． 対象外の業務
次の業務は、本仕様書に定める委託業務には含まれないものとする。
（1）本仕様書に記載のない追加作業
（2）大幅な仕様変更に伴う作業
（3）甲の都合による再作業またはやり直し作業
（4）第三者との調整、交渉、契約手続き
（5）その他、甲乙が対象外と合意した業務

対象外の業務を乙に依頼する場合は、甲乙協議のうえ、作業内容、納期、報酬等を別途定める。

10． その他
本仕様書に定めのない事項、または業務内容の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
